
 

 

 

指導体制の強化を図り， 予防的な生徒指導 

や 早期発見・早期対応 に努めます 
 

（１） 校内環境の整備・美化に取り組みます。 

（２） 授業規律・集会規律を確立します。 

（３） 生指部会（週１回）や学年部会での「報告・連絡・相談」を徹底し，問題への早期対

応を行います。 

  (４) 保護者・地域・関係機関・幼稚園・保育所・小学校と連携し，健全育成を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団規律の確立 

教師による率先垂範 

（5 分前行動） 

 

連携の強化 

校区幼保小中連携 

関係機関との連携強化 

指導体制の強化 

組織対応（全員生徒指導体制） 

教師間の情報共有→「報・連・相」 

 

予防的生徒指導 

自己指導能力の育成 

校内環境の整備・美化 

 


